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料

米
國
各
州
法
制
上
に
於
る
市
の
分
類
に
つ
い
て

（
完
）

島

田

久

吉

“趣》

　〔ミ

ツ
ガ
ン
州
〕

分類州

法
に
よ
り
て
特
に
一
塑
霰
・
姦
窺
定
ξ
墾
奪
市
軽
い
．
轟
の
凄
昆
皇
甕
轟
詫
毒
る
。

人
口
三
千
よ
ウ
．
一
寓
ま
で
の
市
セ
四
蔽
市
と
す
。
ま
た
人
口
七
百
五
＋
人
よ
の
二
千
人
ま
で
の
村
に
し
て
市
麟
を
探
ら
ん
と
す
る
も
の

は
五
級
市
窪
る
・
謹
人
呈
百
華
以
上
の
皐
辱
蓼
。
す
ぺ
て
市
・
村
は
如
饗
る
轟
鐘
用
し
ξ
萎
駿
楚

幕
割
定
責
會
が
復
し
嚢
、
市
民
の
鐸
講
す
建
琴
．
市
制
に
は
掌
塵
鐘
任
鶴
す
窺
婁
讐
必
票

あ
る
が
、
市
長
を
市
愈
に
よ
る
濯
出
と
し
て
も
さ
ま
た
げ
な
い
。
ま
た
凡
て
市
嗣
及
び
之
が
改
麗
は
知
事
の
同
慧
も
必
要
と
す
る
が
蜜

際
に
於
て
陰
知
事
の
同
意
は
簡
軍
に
得
ら
れ
て
ゐ
る
。
且
．
市
民
稜
議
に
よ
る
改
正
の
要
求
は
知
事
の
否
認
す
る
鵬
を
問
は
す
有
轡
者

の
畏
察
に
附
レ
・
ま
た
市
會
の
提
案
に
か
か
る
改
正
嬰
求
に
し
て
知
事
の
否
認
す
る
場
合
は
市
會
の
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
以
て
市

　
　
　
　
　
米
國
各
州
法
鯛
上
に
於
る
嶺
の
分
顛
腱
ウ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
露
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牽
國
各
州
法
鰯
上
に
於
己
嚇
の
分
類
に
つ
ψ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
三
六

民
0
・
投
票
に
附
す
。

　
市
長
市
會
制
　
四
級
市
は
四
級
市
樗
關
す
る
州
法
の
規
定
に
基
恥
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
幽
來
る
。
市
憂
は
市
會
を
司
會
し
票

数
同
殿
の
場
合
に
か
ぎ
わ
投
票
楠
を
有
す
。
ま
た
市
長
は
否
認
橿
を
有
L
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
三
分
の
コ
以
上
の
投
票
が
必
要

で
あ
る
o

　
委
員
會
制
　
い
か
な
る
市
も
本
制
と
規
定
す
る
市
制
を
自
ら
制
定
探
用
す
る
こ
と
構
幽
楽
る
。

　
支
配
人
制
　
前
項
に
開
じ
。

　
〔
専
ネ
琉
タ
州
〕

　
分
類
　
人
口
五
萬
以
上
を
嘲
級
市
、
二
萬
以
上
五
寓
ま
で
を
二
級
市
、
一
寓
以
上
二
寓
褻
で
遊
三
蔽
電
、
幽
萬
以
下
を
四
級
市
と
す
。

人
口
百
人
．
以
上
三
千
以
下
の
地
圃
は
村
と
な
す
事
を
得
o
し
か
し
村
は
自
動
的
栂
市
と
な
る
を
欝
な
い
o

　
市
政
形
態
　
総
て
の
市
は
本
州
の
自
浩
規
定
に
基
い
て
如
何
な
る
市
政
形
態
を
も
規
定
し
欝
ゐ
市
制
を
作
成
採
用
す
る
こ
と
が
醐
楽

る
。
而
し
て
市
制
め
作
成
は
営
該
都
市
の
厨
す
る
裁
判
管
轄
湿
の
制
事
に
よ
つ
て
任
命
せ
ら
れ
る
不
動
産
圓
由
保
有
者
の
委
員
會
が
之

に
當
り
、
有
構
者
の
投
票
に
附
す
。
猫
こ
れ
を
探
用
す
る
に
は
七
分
の
四
以
上
の
賛
成
投
票
が
必
纂
で
あ
る
。
市
長
か
市
會
の
一
員
に

す
る
も
せ
ざ
る
も
又
、
市
長
に
否
認
構
を
附
與
す
る
も
附
與
せ
ざ
る
も
自
由
で
あ
る
。
七
十
一
の
市
は
已
に
自
主
市
馴
を
探
用
し
導
そ

の
う
ち
五
＋
七
市
は
市
長
市
會
制
を
．
九
市
は
委
員
會
制
を
、
五
市
ば
支
配
入
制
を
操
用
し
て
ゐ
る
。

　
〔
ミ
ズ
ー
リ
州
）

　
分
類
　
一
級
市
は
人
ロ
＋
寓
以
上
を
原
則
と
す
る
が
、
（
繋
ぎ
馨
・
国
葺
肋
器
9
藁
爾
市
を
除
く
）
七
萬
五
干
よ
り
＋
荒
寓
ま
で
の

都
市
は
一
級
市
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
之
と
同
じ
く
二
級
市
は
人
ロ
三
寓
以
上
十
寓
以
下
で
あ
る
が
、
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二
寓
七
子
五
冒
以
上
七
寓
五
千
以
下
の
市
は
自
ら
二
級
市
の
地
位
を
取
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
込
が
出
楽
る
。
三
干
人
よ
の
三
寓
人

ま
で
を
三
級
市
と
し
、
五
百
人
よ
り
三
干
人
ま
で
を
四
級
市
と
す
る
。
然
共
、
特
別
な
法
律
む
以
て
成
立
せ
る
町
◎
村
は
人
日
五
百
に

滞
た
な
く
て
も
四
級
市
に
な
る
こ
と
が
出
來
、
ま
た
人
ロ
ニ
百
を
超
へ
る
村
も
自
ら
選
ん
で
四
級
市
臆
な
る
事
が
出
來
る
〇
一
級
市
に

島
す
る
も
の
望
・
『
§
讐
　
齢
市
〇
二
級
市
が
二
。
ま
た
三
級
市
に
な
り
得
る
も
の
が
五
十
八
市
あ
つ
て
、
曲
の
う
ち
大
多
数
は
巳
に

三
級
市
の
地
位
を
得
た
が
、
若
干
の
市
は
特
別
市
制
を
保
持
し
て
を
り
、
更
に
四
毅
市
に
止
つ
て
ゐ
る
の
が
少
数
あ
る
。
州
憲
法
は
o庵
け
・

ぎ静

と
，
蚕
冨
濫
O
搾
同
の
爾
市
に
限
つ
て
自
主
市
制
の
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
o
他
の
市
に
釣
し
て
は
自
主
市
制
を
許
さ
な
い
。

　
市
長
市
會
制
　
一
級
市
及
び
四
級
市
に
封
し
て
は
本
制
度
の
探
用
を
彊
制
し
て
ゐ
る
が
三
級
市
に
謝
し
て
は
駿
意
と
し
て
ゐ
る
o
L

か
し
特
珊
市
制
を
保
持
し
て
ゐ
る
市
及
ぴ
三
級
市
の
大
多
数
は
本
制
度
を
採
用
し
て
を
り
且
、
微
力
市
長
型
で
あ
る
o
市
會
の
蓬
學
は

匿
に
よ
つ
て
行
は
れ
、
牧
入
役
、
司
税
官
㌧
警
察
長
官
等
の
如
き
重
要
な
る
地
位
ぱ
市
民
の
逡
離
に
よ
る
〇
一
級
市
に
於
て
は
市
長
は

市
會
に
厨
さ
な
｝
が
三
級
並
に
四
級
布
に
於
て
は
市
會
を
司
會
し
、
票
数
同
黙
の
場
合
の
み
投
栗
す
る
o
市
長
は
否
認
権
を
有
し
、
之

を
無
勘
た
ら
し
む
る
に
は
一
級
市
に
於
て
は
四
分
の
三
、
三
蔽
市
、
四
級
市
に
於
て
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
。

　
委
員
會
制
　
二
級
市
及
び
三
級
市
ぱ
本
制
度
を
選
揮
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
二
級
に
厩
す
る
爾
市
な
ら
び
に
三
綬
市
の
う
ち
凡
そ
十

市
ぱ
か
り
が
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
o
二
級
市
鷹
封
し
て
は
千
九
百
三
十
三
年
に
本
制
と
並
ん
で
支
麗
人
制
を
蓬
鐸
す
る
自
由
を
與
へ

た
が
，
そ
れ
迄
は
此
の
委
員
會
制
が
張
制
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
二
蔽
市
に
於
て
は
市
長
の
ぼ
か
委
員
四
名
と
し
、
と
も
に
其
の
任
期
四
年
、

各
々
特
定
の
部
門
を
櫓
欝
す
る
も
の
と
し
て
蓬
出
せ
ら
れ
る
。
三
級
市
に
於
て
は
委
員
の
数
は
市
の
大
小
に
よ
つ
て
相
違
し
其
の
任
期

を
二
年
ど
す
o
本
制
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
探
用
す
る
o
而
し
て
委
員
の
蓬
學
を
要
求
す
る
請
願
は
最
も
置
く
行
は
れ
海
る
市
蓬
騒
に

於
て
投
票
せ
る
幾
票
者
の
少
く
と
も
廿
五
パ
蓼
セ
ン
ト
の
署
名
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
牽
國
各
州
法
鯛
上
に
於
る
市
の
分
魏
に
つ
験
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七



（1綿の

　
　
　
　
　
米
國
各
麟
門
淺
履
上
に
於
る
噺
の
分
概
に
つ
換
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八

　
支
認
人
制
　
二
級
市
な
ら
ぴ
に
三
級
市
は
喪
た
市
民
投
票
に
よ
つ
て
、
本
魏
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
嵐
楽
る
。
さ
れ
ど
も
之
の

級
鮮
に
騰
す
る
市
の
う
ち
儀
に
二
市
の
み
が
本
州
法
の
規
定
†
る
支
配
人
割
を
探
罵
t
て
ゐ
る
騰
遡
曹
蹴
い
。
市
長
は
市
會
に
よ
む
市

愈
諾
員
中
よ
め
選
任
せ
ら
れ
る
o

　
〔
ミ
シ
シ
ワ
ビ
ー
州
〕

　
分
類
　
二
千
人
以
上
の
人
ロ
を
有
ず
る
増
域
を
市
と
す
。
三
百
人
よ
り
二
千
人
迄
を
町
と
し
、
窯
百
入
以
下
貰
人
甕
で
を
村
と
す
。

市
及
ぴ
町
の
成
立
は
州
法
の
定
む
る
魔
に
よ
る
ゆ
但
し
聴
瑚
市
制
に
よ
る
も
の
若
干
あ
駿
。

　
市
畏
市
會
制
州
法
は
纏
て
の
自
輪
髄
に
封
し
て
本
制
の
探
用
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
本
糊
ぱ
喪
海
有
壌
奢
の
縫
数
の
四
分
の
一
以
上

の
署
名
あ
る
請
願
に
よ
り
或
は
市
昆
投
累
に
よ
つ
て
探
用
す
る
こ
と
を
得
。
市
畏
は
市
禽
を
岡
愈
し
聲
香
岡
鐵
の
場
合
は
雫
ア
ス
チ
ン

グ
。
ヴ
オ
㍗
ト
を
有
し
市
長
の
否
隠
櫨
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
市
會
に
於
て
三
分
の
二
以
上
の
鍵
票
を
以
て
す
る
を
必
要
と
す
る
。

　
委
員
含
一
罰
　
人
口
二
千
以
上
の
市
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
楽
る
。
侭
し
本
制
を
探
用
せ
ん
と
す
る
講
願

に
は
有
搬
者
の
十
パ
ー
恕
ン
ト
以
上
の
増
名
を
必
要
と
す
る
。
市
長
並
び
に
委
員
二
名
は
市
昆
の
濯
灘
す
る
虜
と
な
す
。

　
支
配
人
制
本
制
に
關
す
る
特
別
の
規
定
な
し
。

　
〔
著
γ
タ
ナ
州
〕

　
分
類
　
一
級
市
は
人
ロ
一
萬
以
上
、
二
級
市
は
五
千
以
上
一
富
、
三
級
市
は
一
千
以
上
五
千
以
下
で
あ
る
。
ま
た
時
は
人
闘
三
百
以

上
一
予
人
ま
で
と
す
o
本
州
に
於
て
は
人
ロ
ニ
干
五
百
以
上
の
都
市
＋
八
を
数
へ
一
千
入
よ
ゆ
二
千
査
百
入
豪
で
の
と
こ
ろ
廿
四
あ
め
。

　
市
長
市
禽
制
　
委
貴
制
も
し
く
は
支
配
人
制
を
探
用
せ
ざ
る
市
は
州
法
の
規
定
に
よ
融
本
制
を
操
用
す
る
を
要
ず
。
ま
た
町
は
本
制

の
探
用
を
強
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o
市
畏
は
市
會
を
司
會
し
票
激
岡
鮎
の
場
合
に
限
り
投
禦
ず
る
o
猫
香
認
榴
凌
有
し
之
を
無
効
た
ら
し



　
む
る
に
は
市
會
に
於
て
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
。

　
　
奮
翻
－
い
窪
藷
姦
薯
薯
曾
五
パ
ー
㌻
ゑ
上
皐
蓼
藷
騨
麓
の
後
．
市
民
叢
旛
し
采
窪

　
　
の
規
琴
る
奮
縞
姦
學
嚢
泉
繋
る
．
鍵
、
蒲
羨
用
髭
箆
ケ
籠
セ
荒
葭
琴
る
肇
得
．
人
ロ

嚢
華
以
下
需
暴
匪
嚢
の
漿
奮
茗
と
し
，
と
も
に
其
の
任
塑
年
。
嚢
葦
姦
ゆ
需
暴
蓋
市
募
．
傑

　
か
委
員
四
名
に
し
て
任
期
は
同
じ
く
二
年
で
あ
る
。

　
　
実
配
命
費
高
高
じ
く
、
如
何
な
る
市
藷
嚢
票
に
吉
本
鑑
窺
箏
蔓
配
人
制
藻
畢
垂
が
繋
る
。

　
　
人
呈
嚢
孟
下
の
寵
撃
塞
募
整
萎
も
、
量
畢
愚
馨
拒
撃
豊
警
す
。
而
し
叢
高
署
搭

　
雷
逡
せ
る
委
員
を
市
長
と
す
る
o
之
の
場
合
も
二
年
後
に
は
之
を
陵
棄
す
る
事
が
出
楽
る
。
喪
た
千
九
百
断
五
年
の
州
議
會
は
凡
て
の

　
　
市
に
封
し
て
猫
自
の
市
制
を
探
用
せ
レ
め
得
る
法
案
を
考
究
し
た
。

　
　
　
〔
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
）

　
　
　
分
類
人
。
去
呈
需
纂
興
舞
量
悼
蔦
芭
ε
五
蚕
幸
藍
下
盈
馨
．
芋
至
華
以
下
豊
級

　
　
市
と
す
実
暑
人
蓋
千
全
2
健
謹
し
三
級
市
2
義
、
鶴
羅
管
霧
る
謝
も
蓬
馨
．
人
ロ
五
孟

　
　
上
の
糎
凡
て
皐
市
製
播
畜
豪
纂
る
。
皇
齎
薯
讐
の
＋
パ
毒
ン
ト
以
上
の
署
蓉
臨
釜
2
藁

　
　
す
る
市
制
制
定
會
臓
に
よ
つ
て
作
成
せ
ら
れ
次
い
で
市
民
投
票
に
附
す
。

　
　
　
市
箒
畠
書
禽
も
く
肇
賢
制
姦
理
ざ
需
箋
し
譲
攣
本
製
播
叢
響
詫
る
．
人
ロ
＋
藍

　
　
上
の
奮
撃
籍
餐
審
2
髪
し
需
竃
よ
り
蕾
苫
薯
離
藁
へ
詫
釜
．
之
護
し
巽
食
幸
頚

ナ醐
下
の
翼
て
曇
曇
に
撃
，
ま
完
否
驕
を
享
．
千
人
以
上
一
一
寓
五
千
豪
で
の
市
に
於
て
籍
長
は
審
を
司
會
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
冤

　
　
　
　
　
　
　
豪
國
各
州
渋
嘱
上
に
於
る
瑠
の
分
類
に
9
い
て



（1‘殉

　
　
　
　
　
米
闘
各
州
法
編
上
に
於
愚
方
の
分
類
魔
ウ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
圏
O

．
票
戴
同
顯
の
場
合
に
隈
の
授
纂
搬
を
行
使
す
る
o

　
委
員
會
制
人
ロ
ニ
千
以
上
の
市
は
市
踊
投
票
に
よ
砂
州
法
の
規
定
す
る
本
鵠
を
選
撚
ず
る
こ
と
が
出
來
る
。
市
長
は
市
會
の
一
員

に
し
て
市
會
の
選
任
す
る
虜
と
す
o
但
し
婁
員
の
数
は
一
様
な
ら
す
、
十
寓
入
以
上
の
獅
ぱ
七
磁
、
二
萬
汽
予
よ
め
十
萬
甕
で
の
毒
は

五
名
．
二
千
以
上
二
萬
五
千
以
下
の
市
は
三
名
で
あ
る
o
ま
た
本
制
探
用
後
、
四
年
を
経
れ
ぱ
之
を
騨
棄
し
褐
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
支
配
ム
欄
　
人
ロ
千
よ
り
十
寓
ま
で
の
市
は
市
民
投
票
に
よ
り
本
割
を
選
揮
す
る
こ
と
が
出
廉
る
。
市
長
は
本
制
探
用
以
葡
の
方
法

に
よ
O
選
出
せ
ら
れ
る
。
二
萬
五
千
以
下
の
市
に
於
け
る
委
員
は
五
名
と
し
其
の
任
期
は
隅
僻
と
す
。
蜜
た
四
萬
凱
上
の
入
ロ
を
有
す

る
市
に
於
る
委
員
救
は
七
名
と
し
そ
の
任
期
は
同
じ
く
四
年
で
あ
る
o
本
制
、
も
四
年
闘
の
實
施
の
後
に
は
之
を
慶
棄
す
る
こ
と
が
鵬
楽

る
o

　
〔
ネ
ヴ
ア
ダ
州
〕

　
分
類
人
口
二
萬
以
上
を
一
級
市
、
五
千
以
上
二
萬
以
下
を
二
級
市
、
他
は
凡
て
三
級
市
と
す
。
但
し
自
治
盟
瀧
る
に
は
少
く
と
も

二
百
五
十
人
の
有
櫨
者
を
必
藝
と
ず
る
o
本
州
に
於
て
は
市
長
市
會
制
が
最
も
普
通
に
行
は
れ
て
ゐ
る
市
政
形
態
で
あ
る
。

　
市
長
市
會
制
　
綿
て
の
市
は
本
制
を
探
用
す
。
市
長
は
市
會
を
司
會
し
票
数
岡
鮪
の
場
合
に
隈
り
投
票
す
る
。
市
長
は
否
認
構
を
有

す
。
市
長
の
否
認
櫨
を
無
効
た
ら
し
む
る
爲
に
は
一
級
市
に
於
て
は
市
會
の
九
分
の
七
、
鷲
級
市
に
於
て
は
五
分
の
四
．
三
級
市
に
於

て
は
全
會
一
致
の
投
票
を
必
嬰
と
す
ろ
o

　
委
員
會
制
　
如
何
な
る
市
も
州
法
の
規
定
に
基
轡
本
制
を
作
成
探
用
す
る
こ
と
が
出
楽
る
o
か
』
る
場
合
は
最
も
近
く
行
は
れ
た
る

選
學
に
参
加
せ
る
有
構
者
の
減
分
一
以
上
の
署
名
あ
る
講
願
を
提
出
せ
る
後
、
市
民
投
渠
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
o

　
支
配
人
制
　
本
制
に
闘
す
る
特
馴
の
規
定
な
し
。



（蹴79）

　
〔
昌
昌
」
●
ハ
ム
ツ
ア
州
〕

　
分
類
市
の
分
類
に
つ
い
て
は
州
法
に
何
等
の
規
定
な
し
。

　
市
長
市
會
制
市
ぱ
州
議
會
の
個
々
の
立
法
行
爲
に
よ
つ
て
減
立
す
。
現
在
に
於
て
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
九
市
で
あ
る
。
市

長
は
市
曾
を
司
會
す
る
と
と
も
に
投
票
欄
を
有
す
。
ま
た
否
認
穫
も
有
し
、
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
市
會
に
於
て
三
分
の
二
以
上

の
投
票
を
必
要
と
す
る
。

　
委
員
會
制
　
本
制
に
關
す
る
特
別
の
規
定
な
し
。

　
支
配
入
制
　
い
か
な
る
市
も
州
法
の
規
定
す
る
本
制
を
逡
揮
探
用
す
る
こ
と
が
出
楽
る
。
然
共
、
現
在
に
於
て
は
本
罰
を
探
用
し
て

ゐ
る
市
は
皆
無
で
あ
る
o

　
〔
昌
晶
1
0
夢
ア
シ
ー
州
〕

　
分
類
　
人
ゴ
十
五
萬
以
上
を
一
級
市
．
一
寓
二
千
以
上
十
五
萬
以
下
を
二
級
市
と
し
、
之
の
級
等
に
罵
せ
ざ
る
も
の
は
大
酉
洋
岸
に

位
す
る
遜
暑
地
を
除
き
総
て
三
級
市
と
す
o
随
つ
て
大
西
洋
岸
に
所
在
す
る
避
暑
地
は
す
ぺ
て
四
級
市
と
な
る
。

　
市
長
市
會
制
本
制
は
最
も
多
く
行
は
れ
て
ゐ
る
が
興
の
檬
式
に
各
種
あ
り
〇
一
般
拭
は
市
畏
は
市
會
の
一
員
に
非
ウ
、
豪
免
否
認

備
を
與
へ
ら
れ
、
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
ぱ
市
會
に
於
る
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
。

　
委
員
會
制
　
総
て
の
市
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
州
法
の
規
定
す
る
本
制
を
選
握
探
用
す
る
こ
と
が
出
廉
る
。
委
員
會
制
を
探
罵
し
て

ゐ
る
も
の
六
十
一
市
あ
り
嚇
市
長
ぱ
委
員
會
に
よ
り
委
員
中
よ
り
選
任
せ
ら
る
。
本
制
を
探
用
せ
ん
と
す
る
講
願
に
ぼ
有
旛
者
の
二
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
を
必
要
と
す
る
o

　
支
配
人
制
　
い
か
な
る
自
治
慨
も
有
横
者
の
十
五
バ
聖
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
あ
る
上
は
市
民
投
票
鵜
か
け
て
本
制
を
探
用

　
　
　
　
　
牽
國
各
州
法
綱
上
に
於
る
蹴
の
分
鋼
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
圏
一



（鵬の

　
　
　
　
　
米
圃
昏
州
法
鯛
上
に
於
る
嚇
の
分
餌
忙
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
囲
二

す
る
こ
と
を
得
。
市
長
は
市
會
に
よ
り
市
會
錨
員
中
よ
り
選
出
せ
ら
れ
る
。

　
〔
昌
昌
l
o
メ
キ
シ
コ
州
〕

　
分
類
　
人
ロ
三
千
人
以
上
を
市
と
し
、
三
千
人
以
下
千
五
百
人
ま
で
を
町
と
し
．
苧
五
筒
人
以
下
賀
五
十
人
襲
で
を
村
と
す
。
い
か

な
る
布
も
市
民
投
票
に
よ
り
、
州
憲
法
に
違
反
せ
ざ
る
限
ゆ
は
自
由
に
市
政
形
態
を
蓬
撫
す
る
嚇
が
概
楽
る
。
但
し
か
』
る
請
願
は
最

も
近
く
行
は
れ
た
る
選
華
に
於
け
る
投
漿
数
の
十
五
パ
ヨ
セ
ン
ト
に
相
當
す
る
有
麗
奢
の
碧
嶺
を
要
す
。

　
市
長
市
會
制
他
の
制
度
を
探
用
せ
ざ
る
市
に
封
し
て
ぱ
本
制
を
探
用
せ
し
め
る
州
法
の
親
窟
が
あ
る
。
市
畏
ぱ
市
會
を
司
會
し
キ

7
ス
チ
ン
グ
・
ヴ
ォ
奪
㍗
を
有
す
o
ま
た
否
認
鞭
を
附
興
せ
ら
れ
、
之
を
無
勧
た
ら
し
む
る
欝
に
は
市
留
に
於
て
三
分
の
．
二
以
五
の
投

票
を
必
嬰
と
す
る
o

　
委
員
會
制
　
纏
て
の
市
は
委
風
會
制
を
規
定
す
る
市
制
を
作
成
探
用
す
る
こ
と
が
鵬
楽
る
。

　
支
配
人
制
　
人
ロ
三
千
よ
り
一
寓
ま
で
の
市
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
州
法
に
規
定
す
る
傘
制
を
灘
撫
探
用
す
る
ζ
と
が
幽
來
る
。
委

員
の
数
は
三
名
と
し
興
の
一
人
を
以
て
市
長
と
す
0

　
2
呂
ー
ヨ
ー
ク
州
〕

　
分
類
　
市
に
分
類
な
し
。
市
は
州
購
會
の
議
決
に
よ
つ
て
成
立
す
。
市
は
凡
て
千
九
筒
二
十
三
年
の
常
自
治
法
（
緩
魯
o
肉
昌
。
ピ
弩
）

に
ま
わ
如
何
な
る
市
政
形
態
を
も
探
用
す
る
事
が
出
來
る
。
ま
た
市
制
に
於
る
各
種
の
墾
改
も
市
會
の
な
L
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
但

　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
董
大
な
墾
改
は
市
民
投
票
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
市
長
市
會
制
　
ψ
か
な
る
市
も
市
民
投
票
票
に
よ
つ
て
本
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
幽
廉
る
。
本
州
に
於
る
六
十
市
の
う
ち
三
十
七
竃

に
於
て
は
市
長
は
市
會
の
一
員
で
あ
η
又
こ
の
三
＋
七
市
の
う
ち
＋
市
に
於
て
は
粟
数
同
鐵
の
場
合
に
限
り
投
票
嬢
を
有
す
。
市
憂
鵬
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否
認
櫨
堂
附
興
じ
て
ゐ
る
市
ぱ
四
十
五
市
。
但
し
沈
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
必
要
な
る
投
嬢
の
割
合
は
市
に
よ
つ
て
異
る
。

　
委
員
禽
制
　
い
か
な
る
市
も
市
民
投
票
に
ポ
つ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
嵐
楽
る
。
現
在
に
於
て
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
五

市
。
市
長
は
市
民
の
選
學
に
よ
る
。

　
支
配
人
制
　
凡
て
の
市
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
自
ら
市
制
を
作
成
し
以
て
本
制
を
探
用
す
る
ζ
と
が
幽
來
る
。
現
在
も
本
制
の
下
梶

市
政
を
蓮
用
し
て
ゐ
る
市
は
＋
三
。
市
長
は
市
民
の
選
畢
膝
よ
る
。

　
〔
ノ
ー
ス
●
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
〕

　
分
類
市
は
州
議
會
の
議
決
に
よ
つ
て
、
或
は
市
自
治
盤
法
に
基
い
て
成
立
す
。
然
共
。
囎
楽
の
騰
別
市
制
に
基
く
市
も
若
干
存
綾

し
舌
ゑ
奢
龍
謹
市
量
し
て
票
羅
藩
斎
害
て
港
一
書
欝
し
馨
や
畠
し
茄
舞
る
恵
市
暴

票
に
よ
つ
層
其
の
一
つ
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
ま
た
州
憲
法
の
許
す
範
園
内
に
於
て
は
市
は
現
行
の
市
制
を
慶
棄
し
て
新
市
制

を
探
用
し
て
差
支
へ
な
い
。
但
し
之
の
場
合
は
市
會
の
提
案
に
よ
る
か
、
最
も
近
く
行
は
れ
た
る
選
學
の
有
櫃
者
の
二
＋
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
に
相
當
す
る
署
名
あ
る
請
願
を
以
て
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
市
長
市
會
制
　
本
州
の
規
定
す
る
四
の
逡
捧
市
制
の
う
ち
A
型
は
彊
力
市
長
欄
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
市
畏
は
市
會
の
一
員
に
非
す
・

ま
悦
否
認
櫃
を
有
す
、
之
の
否
認
櫨
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
本
型
に
於
て
は
三
分
の
二
以
上
の
投
禦
を
要
し
B
型
郎
ち
微
力
市
長
翻

に
於
て
は
遍
牛
数
を
以
て
足
る
と
し
て
ゐ
る
o

　
倭
員
會
制
本
制
は
本
州
に
於
る
四
の
濯
鐸
市
制
の
う
ち
C
型
に
麗
し
、
如
何
な
る
市
も
之
を
探
用
す
る
事
が
出
來
る
。
委
員
数
は

三
人
で
、
其
の
う
ち
一
人
を
市
長
と
し
、
特
に
市
長
と
し
て
選
學
せ
ら
る
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
o

　
支
配
人
劉
　
本
制
は
D
型
で
あ
つ
て
占
如
何
な
る
市
も
之
を
探
用
す
る
こ
と
が
醜
來
る
。
委
員
は
五
名
と
し
其
の
任
期
は
二
年
、
市

　
　
　
　
　
米
國
各
州
法
制
土
に
於
る
市
の
分
類
侭
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



（癩）

　
　
　
　
　
牽
國
各
州
決
制
上
に
於
釜
窃
の
分
類
に
ウ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柵
囲
四

長
は
委
置
會
に
よ
り
委
員
中
よ
砂
選
任
せ
ら
る
。

　
〔
ノ
ー
ス
●
ダ
コ
タ
州
）

　
分
類
　
市
は
州
法
の
規
定
に
墓
恥
て
成
立
七
人
ロ
に
よ
る
分
類
は
な
悟
。

　
市
長
市
會
制
市
は
州
法
の
規
定
に
基
い
て
本
制
を
撮
用
す
る
こ
と
が
出
楽
る
。
市
長
は
宿
曾
の
輔
員
で
は
な
b
が
市
會
を
司
會
し
、

モ
ァ
ス
チ
ン
グ
・
が
オ
ー
ト
の
み
を
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
を
た
否
認
櫨
を
有
し
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を

必
要
と
す
る
。

　
委
員
會
制
人
ロ
五
百
以
上
の
市
は
有
構
着
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
講
願
に
吹
い
讐
市
属
投
票
に
か
け
以
亡
本
欄
を
探

用
す
る
こ
と
が
出
來
る
．
委
員
長
鷹
か
委
員
四
名
と
し
其
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
本
制
駐
探
畑
し
て
後
六
年
を
経
れ
ぱ
之
を
慶
棄
す

る
こ
と
が
笛
察
る
o

　
支
配
人
制
　
い
か
な
る
市
も
有
櫃
濤
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
に
つ
い
瞭
、
濯
畢
を
行
ひ
縮
票
数
の
七
分
の
四

以
上
む
以
て
漣
廻
す
れ
ぱ
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
禺
廉
る
。
本
制
を
探
用
し
て
後
五
年
を
軽
れ
ぱ
之
を
駿
棄
す
る
．
』
と
得
。

　
〔
オ
ハ
イ
オ
州
〕

　
分
類
　
人
口
五
千
人
以
上
を
市
と
し
以
下
を
町
と
す
。

　
市
長
市
會
制
市
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
三
の
選
揮
市
制
の
う
ち
其
の
一
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
架
る
。
市
長
は
市
會
の
一
員
で
あ

る
が
投
厘
稔
は
な
い
。
ま
た
否
認
搬
を
有
し
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
三
分
ψ
二
以
上
の
投
票
が
必
要
嘘
あ
る
。

　
委
員
會
制
市
は
本
州
の
自
治
規
定
に
基
い
て
本
制
を
規
定
す
る
市
制
を
制
定
探
用
す
る
こ
と
が
幽
楽
る
。
ま
た
州
法
の
規
定
す
る

　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

と
こ
ろ
を
適
用
せ
ん
と
す
れ
ぼ
入
ロ
一
萬
以
下
の
市
に
於
て
は
委
員
数
を
三
名
と
し
、
一
萬
以
上
の
市
に
於
て
は
置
名
と
す
る
。
“
づ
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れ
も
興
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
市
長
に
關
し
て
は
何
等
の
規
定
も
な
い
o

麗
人
輝
い
覆
嘉
泉
禦
饗
す
る
皇
市
制
を
制
黍
用
す
る
2
奮
沓
ざ
誉
し
奔
馨
襲
茗
と
こ

ろ
邊
捧
適
用
覧
と
す
段
夷
以
下
の
唐
於
て
茎
墨
を
五
名
、
一
寓
人
以
圭
萬
筆
以
下
の
窪
於
蓋
著
ヨ

豊
婁
彊
る
市
養
て
発
名
，
そ
の
鋳
茜
奮
饗
苫
塁
ゐ
る
・
磐
市
蓄
關
し
て
梼
諺
楚
婆
い
。

　
〔
オ
ク
ラ
ホ
ヤ
州
）

分
類
人
呈
貢
呈
の
塁
膣
聖
葦
嚢
が
萬
來
る
．
建
市
は
す
ぺ
三
級
手
・
裏
喪
繋
講
し
養
ら

市
制
を
制
定
す
る
ヒ
と
が
出
來
る
o

市
長
專
制
皇
市
制
裏
響
蒼
ぎ
ろ
で
某
製
と
る
嚢
姦
響
ら
墾
ゐ
る
窮
渥
蕃
を
謬
し
・
手

ス
チ
ン
グ
．
ヅ
オ
ー
ト
の
み
を
奥
へ
ら
る
。
否
認
櫃
を
有
し
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
が
必
嬰
で
あ
る
o

　
委
員
會
制
市
は
す
べ
て
本
制
を
探
用
す
る
市
制
を
制
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
現
在
に
於
て
約
三
＋
の
市
が
本
制
を
探
用
し
て
ゐ

る
o

　
支
配
人
制
　
前
項
と
同
じ
く
市
は
す
ぺ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
現
在
、
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
二
＋
九
市
で
あ

る
o

　
〔
オ
レ
ゴ
ン
州
〕

　
分
類
本
州
の
法
制
上
に
於
て
は
市
と
町
と
の
間
に
何
等
の
冨
別
は
な
い
。
人
ロ
百
五
十
以
上
の
と
ζ
ろ
は
市
あ
る
ひ
は
町
と
し
て

成
立
し
得
る
。
自
主
市
制
の
探
用
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
如
何
な
る
市
も
自
ら
市
制
を
割
定
す
る
こ
と
が
臨
來
る
◎

市
長
市
繍
最
農
く
霞
墾
聖
の
業
禦
碧
．
嚢
幕
禽
葺
馨
善
響
し
建
叢
鑑
を
享
・
裏

　
　
　
　
　
米
馨
謬
望
養
畠
の
姦
5
讐
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
五
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米
國
各
州
法
翻
上
に
於
る
布
の
分
類
K
つ
ψ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
四
六

は
否
認
権
を
與
へ
ら
れ
て
を
り
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
嬰
と
す
る
。

　
委
員
會
倒
　
市
は
す
ぺ
て
本
州
の
自
治
規
定
に
基
い
て
本
制
を
探
用
す
る
市
制
を
制
定
す
る
、
」
と
が
出
衆
る
。

　
支
配
人
制
　
前
項
に
同
じ
o

　
〔
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
昌
ア
州
〕

　
分
類
　
人
口
百
萬
以
上
を
一
級
市
，
（
勺
冨
置
象
虹
罵
臼
一
市
）
五
十
寓
以
上
百
萬
以
下
を
二
級
市
（
国
喜
‘
触
讐
一
市
）
十
三
寓
五
千

人
よ
り
五
十
寓
ま
で
を
二
級
市
の
A
と
し
（
誓
話
8
”
一
市
の
み
に
適
用
）
十
三
萬
五
千
以
下
十
萬
以
上
を
三
級
市
と
す
。

　
市
長
市
會
制
　
一
級
市
及
び
二
級
市
に
於
て
は
市
長
は
市
會
の
一
員
に
あ
ら
ず
、
竃
級
市
に
於
て
は
市
長
は
常
に
市
會
を
司
會
し
ま

た
完
全
な
る
投
票
権
を
有
す
。
一
級
市
及
び
二
級
市
に
於
て
は
市
長
は
否
認
権
を
有
し
。
之
を
鑛
効
た
ら
し
む
る
槌
は
一
級
市
に
於
て

は
四
分
の
三
、
二
級
市
に
於
て
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
が
必
要
で
あ
る
。
三
級
市
に
於
て
は
窃
掻
は
否
認
権
を
有
さ
な
い
。

　
委
員
禽
制
本
制
の
探
用
は
三
級
市
に
限
つ
て
許
可
せ
ら
る
。
こ
の
場
合
は
市
長
は
市
長
と
し
て
逡
暴
せ
ら
る
る
を
要
す
。

　
支
窮
人
制
　
本
制
は
町
（
ぎ
岩
編
駐
》
．
に
か
ぎ
ウ
探
用
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
三
級
市
も
本
制
を
探
用
し
得
る
や
否
や
に
つ
い
て
は

若
干
の
疑
問
が
あ
る
o

　
〔
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
〕

　
分
類
　
市
に
分
類
な
し
。
市
は
州
蹴
會
の
個
々
の
議
決
に
ょ
つ
て
成
立
す
る
。
現
在
に
於
て
市
の
数
は
七
で
あ
る
が
市
に
關
す
る
一

般
的
法
律
は
な
い
o

　
市
長
市
會
制
　
凡
て
の
市
は
本
制
を
探
用
し
て
を
の
、
其
の
う
ち
五
市
は
、
＝
院
制
度
の
市
脅
を
有
し
て
ゐ
る
。

　
〔
愛
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
〕
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分
類
市
は
す
ぺ
て
州
議
會
の
礒
決
に
よ
つ
て
成
立
し
、
人
ロ
の
制
限
は
な
い
。

　
市
長
市
會
制
州
法
は
人
口
千
人
よ
り
五
千
人
ま
で
の
市
な
ら
び
に
五
千
人
以
上
に
し
て
婁
員
會
制
あ
る
ひ
は
支
醗
人
制
を
施
行
せ

ざ
る
市
に
封
し
て
本
制
の
探
用
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
市
長
は
市
會
の
一
員
た
る
を
常
と
し
、
ま
た
否
認
権
に
關
し
て
は
何
等
の
規
定
が

な
い
o

　
委
員
會
制
人
口
四
千
よ
り
十
萬
ま
で
の
市
は
本
制
を
採
用
す
る
こ
と
を
得
o

　
支
配
人
制
　
人
ロ
ニ
千
よ
り
四
千
ま
で
の
市
は
市
民
段
票
に
よ
つ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
禺
衆
る
o
ま
た
本
制
探
用
後
、
木
ヶ

年
を
経
れ
ぱ
之
を
慶
棄
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
〔
サ
ウ
ス
弔
ダ
3
ク
州
〕

　
分
類
　
人
ロ
五
千
以
上
を
一
級
市
、
五
千
以
下
五
百
以
上
を
二
級
市
、
五
百
以
下
を
三
級
市
あ
る
ひ
は
町
と
す
。

　
市
長
市
會
制
　
一
級
市
及
び
二
級
市
は
本
制
を
選
鐸
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
市
長
は
市
會
の
一
員
に
非
ざ
れ
ど
も
市
會
を
司
會
し
ま

た
キ
ア
ス
チ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
｝
を
有
す
。
否
認
権
を
奥
へ
ら
れ
之
を
無
勃
た
ら
し
む
る
に
ぱ
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
。

　
委
員
會
制
．
一
級
市
及
び
三
級
市
に
罵
す
る
市
は
凡
て
過
孚
数
投
票
に
よ
り
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
委
員
の
数
は
二
名

あ
る
ひ
は
四
名
と
し
、
市
長
は
市
民
の
選
學
に
ょ
る
。

　
支
配
人
制
前
項
と
同
じ
く
一
級
市
及
び
二
級
市
は
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
幽
來
る
。
現
在
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
三
市
で

あ
る
ポ

　
〔
テ
ネ
ッ
童
州
〕

　
分
類
．
市
に
分
類
な
し
o
本
州
に
於
て
は
殆
ん
ど
凡
て
の
市
は
特
別
市
制
の
下
に
市
政
を
蓮
用
し
て
ゐ
る
o

　
　
　
　
　
米
國
費
州
漢
鯛
上
に
於
る
市
の
分
楓
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
囲
七



ぐ148の

　
　
　
　
　
米
國
樽
州
法
劇
上
に
於
る
宙
の
分
窺
に
9
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
圏
八

　
市
長
市
會
欄
　
州
法
の
規
定
に
よ
つ
て
も
特
洲
市
制
に
よ
つ
て
も
本
欄
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
市
長
は
市
昆
の
選
學
に
か
か

り
市
會
に
島
さ
な
い
。
ま
た
否
認
権
を
有
し
之
む
無
効
た
ら
し
め
ざ
る
に
は
市
會
に
於
て
三
分
の
二
以
上
の
投
票
が
必
要
で
あ
る
。

　
委
員
會
制
　
州
議
會
に
よ
る
特
別
の
立
法
を
以
て
す
れ
ぱ
本
割
を
採
用
す
る
ζ
と
が
出
架
る
o

　
支
鴎
人
制
　
い
か
な
る
市
も
有
欄
看
の
廿
五
．
（
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
に
つ
い
で
灘
暴
を
行
へ
ぱ
本
制
を
探
繹
す
る
ζ
と

が
出
來
る
o
市
長
は
委
員
會
に
よ
り
そ
の
曇
員
巾
よ
り
選
任
せ
ら
れ
る
o

　
〔
テ
キ
サ
ス
州
〕

　
分
類
　
人
口
五
千
以
上
の
市
は
自
主
市
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
が
五
千
以
下
の
市
は
州
法
に
よ
つ
て
市
欄
を
規
定
せ
ら
れ
て

ゐ
る
●

　
市
長
市
會
制
　
人
ロ
五
千
以
上
の
市
は
自
主
市
制
の
下
に
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
幽
楽
る
。
宙
畏
は
市
會
を
司
會
し
投
票
櫨
を
有

す
る
が
、
重
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
投
纂
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
ま
た
市
長
は
否
認
槽
を
附
興
せ
ら
れ
る
ゐ
る
が
も
邊
牛
数
の
投
票

を
以
て
之
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
幽
來
る
o

　
委
貴
會
制
人
口
五
百
以
上
五
干
ま
で
の
町
．
市
ぱ
市
民
投
票
に
よ
つ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の
市
民
綬
票
を
行

ふ
に
は
有
横
者
の
十
パ
ー
セ
γ
き
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
が
必
要
で
あ
る
。
市
長
は
市
民
逡
離
に
よ
る
。
甕
た
自
主
市
制
を
以
て
も
本

制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
o

　
支
配
人
制
人
ロ
五
千
以
上
の
市
は
い
か
な
る
市
に
於
て
も
自
主
市
制
に
よ
つ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
幽
楽
る
。

　
〔
昌
ク
ー
州
〕

　
分
類
．
人
口
五
萬
以
上
を
轍
級
市
。
七
干
よ
り
五
寓
ま
で
を
二
級
市
．
他
は
す
ぺ
て
三
級
市
と
す
。
市
は
市
會
の
三
分
の
二
以
上
の
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投
票
と
市
長
選
鶴
に
於
る
投
票
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
該
當
す
る
署
名
数
あ
る
請
願
、
も
し
く
は
市
制
制
定
委
員
會
を
召
集
す
る

市
民
投
票
を
以
て
自
主
市
制
を
制
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
o

　
市
長
市
會
制
　
三
級
市
に
し
て
自
主
市
制
の
規
定
を
探
用
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
本
制
を
と
る
こ
と
が
強
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
市
長
は

市
會
を
司
會
し
、
キ
ア
ス
チ
ン
グ
・
ヴ
倉
1
㍗
の
み
を
有
す
る
。
ま
た
否
認
穰
に
つ
“
て
は
何
馨
の
規
定
ガ
な
い
。

　
委
員
會
制
　
一
級
市
及
び
二
級
市
に
し
て
自
主
市
制
を
制
定
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
本
制
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
市
長
は
委
員
會
を
司

會
し
投
票
構
を
有
す
る
が
否
認
擁
は
な
い
。
人
口
五
寓
を
超
ゆ
る
市
に
於
て
は
市
長
の
ほ
か
露
員
四
名
と
し
其
の
任
期
を
四
年
と
す
。

ま
た
五
寓
以
下
七
千
ま
で
の
市
に
於
て
は
市
長
と
も
に
委
員
を
三
名
と
し
市
長
の
任
期
は
二
年
。
震
員
の
任
期
は
四
年
と
す
。

　
支
配
人
制
　
本
制
の
探
用
は
必
す
胤
主
市
制
探
用
の
手
続
言
に
よ
る
。

　
〔
ヴ
ア
ヨ
モ
ン
ト
州
〕

　
分
類
　
市
は
凡
て
州
議
會
に
よ
つ
て
市
憲
章
を
賦
與
せ
ら
る
。
本
州
に
は
八
の
市
と
二
百
四
十
の
町
と
あ
妙
。

　
市
長
市
會
制
　
本
制
は
特
別
市
制
に
よ
つ
て
の
み
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
故
に
一
般
的
の
規
定
は
な
験
。
現
在
に
於
て
七
の
市
が
本

制
を
施
行
し
て
ゐ
る
o

　
委
員
會
制
本
制
に
關
す
る
何
簿
の
規
定
な
し
。

　
支
配
人
制
　
市
、
町
、
村
と
も
に
市
民
投
票
あ
る
ひ
ぱ
市
、
町
、
村
會
に
於
け
る
過
串
数
投
票
を
以
て
本
州
法
の
規
定
す
る
本
欄
を
探
用

す
る
こ
乏
が
出
來
る
。

　
〔
ヴ
ア
ー
ジ
昌
ア
州
〕

　
分
類
　
人
口
一
萬
以
上
を
一
級
市
．
胤
千
以
上
一
寓
以
下
を
二
級
市
、
五
千
以
下
を
町
と
ず
。
市
は
市
民
投
票
を
以
て
州
法
の
規
定

　
　
　
　
　
米
國
各
州
法
偶
上
に
於
る
市
の
分
類
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
瞬
九
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牽
輿
各
州
法
制
上
に
於
る
応
の
分
類
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

す
る
三
描
り
の
市
制
を
選
操
す
る
こ
と
が
出
楽
る
。
市
制
の
蓬
操
に
當
ろ
て
は
人
ロ
五
萬
以
上
の
市
に
於
て
は
有
権
者
の
廿
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
諸
願
を
以
て
市
會
は
市
制
に
關
す
る
選
暴
を
行
ふ
市
條
例
を
毅
く
る
こ
と
が
禺
廉
る
。

　
市
長
市
會
制
　
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
八
市
。
市
長
は
市
會
に
島
せ
す
し
て
否
認
檬
を
附
興
せ
ら
れ
て
を
夢
、
之
を
無
効
た
ら

し
む
る
に
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
が
必
嬰
で
あ
る
。
市
制
蓬
揮
法
に
よ
り
或
は
特
懸
市
制
に
よ
O
て
探
用
す
る
こ
と
が
幽
來
る
6

　
委
員
會
制
　
本
訊
の
探
用
も
市
制
濯
握
法
に
よ
る
か
特
別
市
制
に
よ
る
。
市
長
は
婁
員
會
の
一
員
履
し
セ
委
員
會
の
選
任
す
る
塵
と

す
o
委
員
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
o

　
支
配
人
制
　
市
及
び
町
は
市
制
選
掻
法
に
よ
つ
て
市
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
楽
る
。
市
會
は
寛
醜
人
を
任
命
し
塾
支
配
人
の
任
期

は
三
年
で
あ
る
』
但
し
六
年
間
重
任
す
る
こ
と
が
出
來
る
o
市
長
は
市
會
中
よ
り
選
任
せ
ら
る
⑫
本
制
は
之
を
施
行
し
て
後
四
ケ
年
を

経
れ
ぱ
霞
棄
す
る
こ
と
が
出
楽
る
o

　
〔
ワ
シ
ン
ト
ン
州
〕

　
分
類
　
人
口
二
寓
人
以
上
を
一
級
市
と
し
へ
七
市
）
一
萬
以
上
二
萬
以
下
を
二
級
市
（
三
市
）
、
千
五
百
以
上
一
．
萬
以
下
を
三
綾
市
（
四

十
四
市
）
千
五
百
以
下
を
四
級
市
（
百
六
十
三
市
）
と
す
る
。
此
の
う
ち
三
級
市
で
二
級
寮
に
昇
格
す
る
に
足
る
も
の
五
市
、
四
縦
市

で
三
級
市
に
昇
格
し
得
る
も
の
八
市
あ
れ
ど
も
共
の
儘
に
な
つ
て
ゐ
る
o
市
長
市
會
制
を
と
る
も
の
二
百
〇
四
市
亀
．
委
員
會
を
と
る
も

の
十
三
市
あ
り
支
配
人
制
を
と
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
．

　
市
長
市
會
制
　
人
口
二
萬
以
下
の
市
に
し
て
委
員
會
制
を
探
用
せ
ざ
る
も
の
は
州
法
に
よ
つ
て
本
制
葱
と
る
こ
と
を
規
定
せ
ら
れ
て

ゐ
る
o
市
長
は
市
會
を
司
會
す
る
が
市
會
の
一
員
で
は
な
い
。
四
級
市
を
除
き
他
の
等
級
の
市
に
於
て
は
市
長
は
す
ぺ
て
否
認
構
を
有

す
る
。
市
長
の
否
認
櫨
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
必
要
な
る
票
数
は
二
級
市
に
於
て
は
三
分
の
二
、
三
綾
市
に
於
て
嫁
七
分
の
五
で
あ
る
ゆ
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委
員
含
制
　
人
ロ
ニ
千
よ
り
三
寓
に
至
る
市
は
有
穫
者
の
二
十
五
パ
蓋
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
に
つ
』
い
で
市
昆
投
票
を
行
ひ

以
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
を
得
。
市
長
の
ほ
か
委
員
二
名
と
し
其
の
任
期
を
三
年
と
す
。
人
ロ
ニ
萬
を
超
ゆ
る
市
に
於
て
は
自
主
市

制
の
下
に
委
員
を
夫
れ
ぐ
市
行
政
各
局
の
局
長
と
し
て
選
任
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
出
楽
る
。

　
支
配
人
制
　
人
ロ
ニ
寓
を
超
ゆ
る
市
は
自
主
市
制
に
基
い
て
本
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
幽
楽
る
o
か
か
る
市
制
を
採
用
せ
ん
と
す
れ

ぱ
州
議
會
に
ょ
っ
て
任
命
せ
ら
る
る
＋
五
名
の
不
動
産
自
由
保
持
者
の
委
員
會
に
於
て
作
成
し
宙
民
投
票
に
附
す
o
ま
た
有
檬
者
の
鰭

徴
の
四
分
の
一
の
署
名
を
以
て
す
れ
ぱ
市
制
の
憂
更
あ
る
ひ
は
市
制
制
定
委
員
會
の
耀
鰹
を
講
願
す
る
ヒ
と
が
出
來
る
o

　
〔
ウ
呂
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
昌
ア
州
）

　
分
類
　
市
に
分
類
な
し
o
市
は
州
法
に
よ
る
か
、
叉
は
州
議
會
の
特
溺
の
議
決
に
よ
つ
て
成
立
す
る
。
州
議
會
の
賦
與
す
る
特
別
市

制
に
よ
つ
て
市
は
恥
か
な
る
市
政
形
態
を
探
用
し
て
も
よ
い
o

　
市
長
市
會
制
州
法
に
よ
つ
て
成
立
し
て
ゐ
る
市
に
封
し
て
は
本
制
の
探
用
が
特
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
特
別
市
制
を
以
て
も
探
用
す
る

こ
と
が
出
來
る
。
市
長
は
市
會
の
一
員
に
し
て
投
票
槽
を
有
す
る
が
其
の
代
り
否
認
構
は
無
恥
。
本
州
に
於
て
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る

市
が
百
九
十
市
あ
る
o

　
委
員
會
制
　
如
何
な
る
市
も
特
別
市
制
に
よ
つ
て
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
策
る
。
現
在
、
ζ
の
欄
度
の
下
に
市
政
を
行
つ
て
ゐ

る
市
が
五
市
あ
る
o

　
支
配
人
制
特
別
市
制
に
よ
つ
て
如
何
な
る
市
も
本
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
閏
察
る
o
本
髄
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
六
市
で
あ
る
㊥

　
〔
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ソ
州
〕

　
分
類
　
人
口
十
五
寓
以
上
を
一
蔽
市
（
鼠
嵩
壽
鼻
。
2
市
）
と
し
、
三
萬
九
千
以
上
十
π
寓
蜜
瞭
を
二
毅
市
、
一
寓
以
上
三
萬
九
干

　
　
　
　
　
米
國
各
州
法
劇
上
に
於
ろ
市
の
分
類
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
置
一
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米
國
各
州
淡
鯛
上
に
於
る
密
あ
分
類
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
瓢
二

以
下
を
三
級
市
．
一
寓
以
下
を
四
級
市
と
す
る
o
ま
た
人
ロ
千
二
百
以
上
の
町
は
市
と
な
る
礁
と
が
出
楽
る
。
市
は
す
ぺ
て
如
何
な
る

市
政
形
態
を
探
用
し
て
も
差
支
な
㎞
郎
本
州
法
の
性
質
上
、
完
全
な
る
自
主
制
を
捧
て
ゐ
る
露
は
な
い
O
輔
部
的
あ
る
ひ
は
完
全
な
る

自
主
市
制
を
探
用
す
る
に
は
市
會
の
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
以
て
制
定
し
市
民
授
票
楓
か
紗
る
か
或
は
有
懐
者
〇
十
五
パ
萄
セ
ン
ト

以
上
の
署
名
あ
る
請
願
を
以
て
す
る
o

　
市
長
市
愈
卸
本
州
に
於
て
は
最
も
廣
く
行
は
れ
て
ゐ
る
の
が
本
制
で
あ
る
・
人
ロ
＋
五
萬
以
下
の
市
に
於
て
は
市
長
膝
市
會
を
劔

會
し
キ
ァ
ス
チ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
有
す
る
o
ま
た
否
認
構
を
有
し
之
を
無
勧
た
ら
し
め
る
に
は
四
分
の
三
以
上
の
授
票
を
必
要
と
す

る
o

　
委
員
會
制
　
人
口
＋
五
萬
以
下
の
市
は
本
制
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
，
市
長
の
鷹
か
婆
風
二
名
と
し
其
の
任
期
を
六
年
と
す
。

本
州
に
於
℃
は
本
制
を
混
用
し
て
ゐ
る
市
が
二
つ
あ
る
ぱ
か
吟
で
最
近
＋
五
ケ
年
に
亙
晦
本
制
を
撮
用
し
て
ゐ
る
市
は
皆
無
で
あ
る
。

　
支
配
人
制
本
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
七
市
で
あ
る
o
市
會
は
其
の
一
員
を
選
任
し
℃
餓
憂
と
す
る
鷹
か
市
畏
を
置
か
な
い
．
本

制
は
市
制
も
し
く
ぱ
市
條
例
に
よ
つ
て
も
或
は
市
民
疫
票
に
よ
つ
て
も
操
用
す
る
こ
と
が
幽
策
る
o

　
〔
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
〕

　
分
類
　
人
口
四
千
人
以
上
を
一
級
市
と
し
て
ゐ
る
が
特
別
市
制
を
有
す
る
冨
壁
鼠
o
市
の
儒
に
特
に
二
級
市
を
設
け
人
ロ
六
予
以
上

九
千
以
下
と
な
し
三
級
市
を
設
け
ナ
人
ロ
四
矛
以
下
百
五
＋
人
ま
で
を
四
級
市
と
す
る
。

　
市
長
市
會
制
　
晒
か
な
る
市
も
市
昆
投
票
に
よ
つ
て
本
制
に
關
す
る
州
法
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
禺
衆
る
o
」
蔽
市
及
ぴ
四
級

市
に
於
て
は
市
長
は
市
會
の
一
員
で
あ
つ
て
票
数
同
賠
の
場
合
に
限
ゆ
投
票
す
る
。
磯
た
＝
級
市
に
於
て
は
市
長
は
市
會
に
麗
さ
な
い

が
同
じ
く
キ
ァ
ス
チ
ン
グ
・
ヴ
申
ー
ト
を
有
す
る
o
敦
れ
の
場
合
と
も
市
長
は
否
認
櫨
を
有
し
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
ヨ
分
の
二



以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
o

　
委
員
會
制
　
人
口
四
千
以
上
の
市
ぱ
有
櫨
者
の
＋
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
に
つ
い
で
市
民
投
票
を
行
ひ
以
て
本
制
に

關
す
る
州
法
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
o
市
長
ほ
か
委
員
二
名
と
し
市
長
は
特
に
市
畏
と
し
て
選
學
せ
ら
る
o

　
支
配
人
制
凡
て
の
市
は
有
栩
者
の
＋
パ
壌
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
に
つ
い
で
市
民
投
票
に
附
し
以
て
本
制
を
探
用
す
る
こ

と
が
出
來
る
。
市
會
・
支
配
人
制
を
と
つ
て
も
委
員
會
・
支
配
人
制
を
と
つ
て
も
差
支
な
い
。
前
奢
の
場
合
は
各
霞
よ
〇
三
入
の
議
員
を

選
學
七
其
の
任
期
を
三
年
と
し
、
後
者
の
場
合
は
委
員
五
名
と
し
其
の
任
期
を
四
年
と
す
。
い
づ
れ
の
場
合
も
市
長
は
委
員
會
も
し
く

は
市
會
の
一
員
と
し
委
員
會
も
し
く
は
市
會
に
よ
つ
て
選
學
せ
ら
れ
る
o

（：491）

米
國
各
州
法
醐
上
に
於
け
る
分
類
に
つ
い
て

國
蕊
幽
昌


